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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　六角形の中央部と、該中央部の周縁に交互に位置する第１周縁部および第２周縁部とか
らなる布片であって、これらの第１周縁部および第２周縁部が前記六角形の一辺を共有す
ると共に第１周縁部が前記六角形の２つの頂点を共有し、第１周縁部と前記中央部との境
界線にその辺の長さより短くその辺の１／４の長さより長い第１の切り込みを有し、第２
周縁部と前記中央部との境界線にその辺の両端から、「辺の長さ－第１切り込みの長さ」
の１／２の長さに等しいか又は僅かに長い第２の切り込みを有してなり、前記３つの第１
切り込みは他の同一形状の異なる３布片の第２切り込みと各々切り込みを一致させて嵌合
し連結可能であり、前記３つの第２切り込みは前記３布片とは別の同一形状の異なる３布
片の第１切り込みと各々切り込みを一致させて嵌合し連結可能であることを特徴とする布
片。
【請求項２】
　前記六角形が点対称の六角形である請求項１記載の布片。
【請求項３】
　前記六角形が正六角形である請求項１記載の布片。
【請求項４】
　第１周縁部および第２周縁部と前記六角形の一辺との継ぎ幅の長さが、該六角形の一辺
の長さと等しい請求項１～３のいずれかに記載の布片。
【請求項５】
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　第１周縁部および第２周縁部の形状が矩形、台形、半円形、半楕円形、三角形のいずれ
かである請求項１～４のいずれかに記載の布片。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載された布片の第１切り込みと他の布片の第２切り込みと
を嵌合し、多数の前記布片が連結されてなる布製品。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれかに記載された布片の第２周縁部を折り曲げて、他の布片の第１
周縁部の第１切り込みに差込み、該第１切り込みと前記第２周縁部の第２切り込みとを嵌
合し、多数の前記布片が連結されてなる布製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、多数の偏平小片を連結することによって衣料、鞄、靴、カーテン、ブライ
ンド、間仕切り、壁面ディスプレイ、敷物、膝掛け、アクセサリー、帽子、テーブルクロ
ス等の各種布製品を構成することのできる布片に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多数の偏平小片を連結し、組み合わせた衣料等の製品が知られている。
 例えば、特許文献１（特開昭６１－１２５５９９号公報）には、人体防護衣料用の材料
として、六角形状の防刃板小片が開示されている。また、特許文献２（特開２００６－３
４３０９１号公報）には、複数の耐刃板が連結されてなる耐刃防御部材と、その耐刃防御
部材を連結し構成された耐刃防御衣料が開示されている。更に、特許文献３（実開昭６０
－１１７４９６号公報）には、防弾チョッキ等に好適な、セラミック板を主体とする複合
防護板が開示されている。
　また、特許文献４（米国特許第５５９２６９１号公報）には、正多角形の布片をスライ
ドファスナーで多数連結することによって布製品を構成することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６１－１２５５９９号公報
【特許文献２】特開２００６－３４３０９１号公報
【特許文献３】実開昭６０－１１７４９６号公報
【特許文献４】米国特許第５５９２６９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記したように、多数の偏平小片を連結し、組み合わせた衣料と云っても従来公知のも
のは人体防護用の衣料であり、衣料を構成する小片は金属やセラミックス等、重量があり
硬質なものであったり、ファスナー等の締結手段を介して布片を連結構成するものである
。
　本発明は軽量で柔軟な素材からなる衣料、その他前記した製品を、偏平小片のみによっ
て構成することのできる布片を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の布片は、六角形の中央部と、該中央部の周縁に交互に位置する第１周縁部およ
び第２周縁部とからなる布片であって、これらの第１周縁部および第２周縁部が前記六角
形の一辺を共有すると共に第１周縁部が前記六角形の２つの頂点を共有し、第１周縁部と
前記中央部との境界線にその辺の長さより短くその辺の１／４の長さより長い第１の切り
込みを有し、第２周縁部と前記中央部との境界線にその辺の両端から、「辺の長さ－第１
切り込みの長さ」の１／２の長さに等しいか又は僅かに長い第２の切り込みを有してなり
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、前記３つの第１切り込みは他の同一形状の異なる３布片の第２切り込みと各々切り込み
を一致させて嵌合し連結可能であり、前記３つの第２切り込みは前記３布片とは別の同一
形状の異なる３布片の第１切り込みと各々切り込みを一致させて嵌合し連結可能であるこ
とを特徴とする。
【０００６】
　前記六角形は点対称であることが好ましく、さらに、正六角形であることが好ましい。
　第１周縁部および第２周縁部と前記六角形の一辺との継ぎ幅の長さは、該六角形の一辺
の長さと等しいことが好ましい。
　第１周縁部および第２周縁部の形状は、矩形、台形、半円形、半楕円形、三角形のいず
れかであることが好ましい。
【０００７】
　本発明の布製品は、前記布片の第１切り込みと他の布片の第２切り込みとを嵌合し、多
数の前記布片が連結されてなることを特徴とする。
　また、本発明の布製品は、前記布片の第２周縁部を折り曲げて、他の布片の第１周縁部
の第１切り込みに差込み、該第１切り込みと前記第２周縁部の第２切り込みとを嵌合し、
多数の前記布片が連結されてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の布片は、偏平な小片によって構成されるので材料の歩留まりが良く、小さな布
材料からも無駄なく布片を製作することができる。これに加えて、本発明の布片は同一形
状の布片を連結することで思い通りの大きさと形状の製品を製作することができるので、
少量多品種に対応でき、生産性が高い。
【０００９】
　本発明の布片同士の連結には、この種の偏平な小片の連結において通常必要とされる部
材や、糸その他の締結手段を必要としないので、衣料、その他前記した製品を誰でも手軽
に製作することが可能となる。
【００１０】
　本発明の布片を用いれば、ユーザーは自ら製品を手作りする楽しみを享受することがで
きると共に、目的に応じて形状を変えたり、色を変えたりすることも可能である。即ち、
本発明の布片は、色や素材を違えることで前記製品に種々のバリエーションを付けること
ができ、商品価値を高めることができる。
　また、製品が壊れたり破損した場合においても使用者自身が簡単に修理することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の布片の正面図である。
【図２】本発明の布片の変形例を示す正面図である。
【図３】本発明の布片の別の変形例を示す正面図である。
【図４】本発明の布片の他の実施形態を示す正面図である。
【図５】図４に示した布片の連結部の状態を示す正面図である。
【図６】図１に示す布片３枚を連結した状態を示す正面図（図６（１））と背面図（図６
（２））である。
【図７】多数の布片によって構成されたＴシャツとバッグの正面図である。
【符号の説明】
【００１２】
　２　中央部
１０　第１周縁部
１１　第１切り込み
２０　第２周縁部
２２　第２切り込み
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る布片の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は布片の正面図であり、布片は正六角形の中央部２と、中央部２の周縁に交互に位
置する第１周縁部１０、１０、１０および第２周縁部２０、２０、２０とからなっている
。
　第１周縁部１０、１０、１０と第２周縁部２０、２０、２０とを交互に配置することに
より、布片を平面的にほぼ無限に連結していくことが可能になる。
　第１周縁部１０および第２周縁部２０は、それぞれ、中央部２の正六角形の一辺を共有
して中央部２と一体となっている。
【００１４】
　第１周縁部１０と中央部２との境界線には、共有する辺の長さＡより短くその辺の１／
４の長さより長い第１の切り込み１１が設けられている。図１において、第１切り込み１
１の長さをａ１で表す。
　また、第２周縁部２０と中央部２との境界線には、共有する辺の両端から、「辺の長さ
Ａ－第１切り込みの長さａ１」の１／２の長さに等しいか又は僅かに長い第２の切り込み
２２、２２が設けられている。ここで、「僅かに長い」とは、次述する連結強度を保持す
ることのできない長さを排除する趣旨である。図１において、第２切り込み２２の長さを
ａ２で表す。
【００１５】
　後記するように、第１切り込み１１と第２切り込み２２、２２とは嵌合されて、布片同
士が連結されるものである。従って、布片相互の連結強度を保持するために、第１切り込
み１１と第２切り込み２２、２２の長さとして、上記範囲の長さが必要である。第１切り
込み１１の好ましい長さａ１は、共有する辺の１／４から３／４の長さであり、特に、共
有する辺の１／２程度の長さが好ましい。
　また、第１切り込み１１と第２切り込み２２、２２の幅については、専ら、布片の厚さ
に依存する。第１（第２）切り込み１１、２２は、布片の正面から背面に貫通している。
【００１６】
　第１切り込み１１の長さａ１と第２切り込み２２、２２の長さａ２に関してより具体的
に述べれば、布片の材質、厚さ、用途にもよるが、ポリエステル製で０．１ｍｍ程度の厚
さの布片で上着を製作する場合、図１において、正六角形の一辺の長さＡを例えば２５ｍ
ｍとすれば、ａ１＝１１ｍｍ、ａ２＝７ｍｍである。
【００１７】
　中央部２の形状としては正六角形が最適である。正六角形は、布片を連結して隙間のな
い平面を構成することができ、布片の連結に際して方向性が自由であり、接続強度の点で
も優れている。
【００１８】
　正六角形以外であっても、点対称の六角形であれば、連結の方向性に規制を受けずに隙
間なく平面を構成することができる点で好ましい。
　点対称の六角形として、例えば、正六角形を一方向に潰した形状（６辺の長さが全て等
しく、内角が１２０度でなく２種類ある六角形）、図２に示すような、全ての内角が１２
０度で辺の長さが２種類ある六角形、図３に示すような、辺の長さ、内角共に２種類ある
六角形を挙げることができる。但し、製品の用途によっては、上記六角形の短い接続辺は
長い接続辺より接続強度が低下することを考慮する必要がある。
【００１９】
　なお、中央部２の形状が前記正六角形および点対称の六角形以外の六角形であって、一
対の対向角を結ぶ線分に関して線対称の六角形である場合には、隙間のない平面を構成す
ることができるものの、連結の方向性に制約が多くなり好ましくない。
　また、中央部２の形状が正方形、矩形、または菱形の場合にも、布片を連結してリング
状に構成することができない場合があったり、第１周縁部１０または第２周縁部２０の重
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畳や皺の発生が起こるなど好ましくない。
【００２０】
　布片の大きさについては布片によって構成される製品の性質、大きさに多分に依存する
ものの、格別の制限はない。但し、本発明の布片は基本的に手作業にて連結して製作する
ものであることから、例えば、正六角形の場合であれば、一辺の長さが１０～９００ｍｍ
の範囲とすることが好ましい。
【００２１】
　第１周縁部１０および第２周縁部２０の形状には特別の制限はないが、製造の容易さ等
、布片の製造条件に加えて、第１（第２）周縁部１０、２０としてのデザイン性が考慮さ
れる。即ち、　第１（第２）周縁部１０、２０の形状については、布片によって構成され
る製品の裏面（場合によっては、表面）の意匠を決定づけるからである。また、布片の裏
面は衣料としたときにはその保温性・保湿性や肌触りなどの機能にも大きく関わることに
なるから、布片を適用する用途に応じて、形状のほか、前記布片の素材、厚みを決定すべ
きである。
　第１（第２）周縁部１０、２０の形状は、通常、矩形、台形、半円形、半楕円形、三角
形とすることができる。
【００２２】
　第１周縁部１０または第２周縁部２０と中央部２との境界線となる継ぎ幅の長さは、前
記六角形の辺の長さＡと等しい。継ぎ幅が六角形の辺の長さＡより短いと、布片の材質に
もよるが接続強度が低下する場合がある。一方、六角形の辺の長さＡより長い継ぎ幅は、
一枚の布地から得ることは困難である。
【００２３】
　第１周縁部１０および第２周縁部２０の継ぎ長さ（継ぎ幅の長さに対する垂直方向の長
さ）については、格別の制限はないが、布片が引っ張られたときに簡単に外れない程度の
長さとすることが必要である。前記した図１に示す正六角形の一辺の長さＡを２５ｍｍと
すれば、継ぎ長さＢ＝１５ｍｍとなる。また、布片および布製品のデザイン性を重視して
、２５ｍｍ以上とすることも可能である。
【００２４】
　図４には、第１周縁部１０および第２周縁部２０の形状を正三角形とした実施形態が示
されている。三角形とした場合、布片同士を接続し易くなることに加えて、第１周縁部１
０と第２周縁部２０が重なることがないので、薄手の布製品を製作し易くなると云う特徴
がある。
【００２５】
　図４（１）には、第１周縁部１０の継ぎ幅の長さが正六角形の中央部２の辺の長さと等
しく、第２周縁部２０の継ぎ幅の長さが正六角形の中央部２の辺の長さに満たない布片が
示されている。即ち、図４（１）に示す布片の第１周縁部は正六角形の２つの頂点を共有
しているが、第２周縁部は正六角形の２つの頂点を共有していない。
　一方、図４（２）には、第２周縁部２０の継ぎ幅の長さが正六角形の中央部２の辺の長
さと等しく、第１周縁部１０の継ぎ幅の長さが正六角形の中央部２の辺の長さに満たない
布片が示されている。即ち、図４（２）に示す布片の第２周縁部は、第２切り込み２２、
２２がある為に正六角形の２つの頂点を共有しておらず、第１周縁部も正六角形の２つの
頂点を共有していない。
【００２６】
　続いて、図５を用いて、図４に示した布片を連結したときの状態を説明する。図５（１
）は図４（１）に示した布片を２片連結したときの状態であり、図５（２）は図４（２）
に示した布片を２片連結したときの状態を示している。
【００２７】
　先ず、図５（２）において、第１の布片Ｐの第１周縁部１０の第１切り込み１１には、
第２の布片Ｑの第２周縁部２０の第２切り込み２２、２２が嵌合している。この状態にお
いて、第１の布片Ｐの第１周縁部１０は第２の布片Ｑの中央部２の裏面に位置し、第２の



(6) JP 4480791 B1 2010.6.16

10

20

30

40

布片Ｑの第２周縁部２０は第１の布片Ｐの中央部２の裏面に位置することになる。
【００２８】
　このとき、第１の布片Ｐの第１周縁部１０は正六角形の中央部２の２頂点を共有してい
ないので、即ち、符号Ｘ、Ｘで示す部分が欠損しているので、この部分が第２の布片Ｑの
中央部２によって押し付けられることがなく、この結果、第１の布片Ｐの中央部２の隅角
部Ｙ、Ｙ（灰色にて表示）が浮き上がり易くなる。浮き上がった隅角部Ｙ、Ｙは、これと
接する身体や物に引っかかり易く、破損の原因となる。
【００２９】
　これに対して、図５（１）では、第１の布片Ｐの第１周縁部１０と第２の布片Ｑの第２
周縁部２０との位置関係は全く同じであるが、第１の布片Ｐの第１周縁部１０は正六角形
の中央部２の２頂点を共有しているので、即ち、符号Ｘ、Ｘで示す部分が第２の布片Ｑの
中央部２によって正面側から押し付けられる。この結果、第１の布片Ｐの中央部２の隅角
部が浮き上がるようなことはない。この効果は、柔軟な素材になるほど顕著に現れる。
【００３０】
　布片の厚みはその素材や適用される製品によって決定される。一般的には、接続し易い
ものは強度が弱いと考えられるが、反対に分離し易くなるから、この点を勘案すべきであ
る。通常、布片の厚みは５ｍｍ以下とすることが好ましく、０．１～３ｍｍ程度がさらに
好ましい。
【００３１】
　本発明において布片の素材としては、折り曲げることができる柔軟さを備えたシート状
のものであれば良く、天然繊維やナイロン、ポリエステルその他の合成繊維、合成樹脂、
合成ゴム等からなる種々の織布、不織布、レース、フェルト、等が例示される。また、皮
革、スウェード等も用いることができる。
　これらの中でも、不織布、フェルト、皮革、スウェード等は、材料シートをカットした
後の端部がほつれず、レーザーカッターまたは型押しによるカッティング操作が容易であ
る点で優れた材料である。
【００３２】
　以上説明してきた布片は、第１周縁部１０の第１切り込み１１と他の布片の第２周縁部
２０の第２切り込み２２、２２とを嵌合させることによって、多数の布片を平面状に連結
させ、各種布製品を製作することができる。図６は図１に示す布片３枚を連結した状態を
示しており、布片の各第１切り込み１１（および第２切り込み２２、２２）が他の同一形
状の異なる布片の第２切り込み２２、２２（および第１切り込み１１）と、それぞれが切
り込みを一致させて嵌合することによって連結されている。図６（１）は正面図であり、
図６（２）は背面図である。
【００３３】
　より具体的には、第２周縁部２０の第２切り込み２２、２２を折り曲げて、他の布片の
第１周縁部１０の第１切り込み１１に差込み、第１切り込み１１と第２切り込み２２、２
２とを嵌合させることによって、多数の布片を平面状に連結させ、各種布製品を製作する
ことができる。図７は多数の布片によって構成されたＴシャツとバッグの正面図である。
【要約】
　　【課題】　軽量で柔軟な素材からなる衣料を偏平小片によって構成することのできる
布片を提供する。
　　【手段】　六角形の中央部と、該中央部の周縁に交互に位置する第１周縁部および第
２周縁部とからなる布片であって、これらの第１周縁部および第２周縁部が前記六角形の
一辺を共有すると共に、第１周縁部と前記中央部との境界線にその辺の長さより短くその
辺の１／４の長さより長い第１の切り込みを有し、第２周縁部と前記中央部との境界線に
その辺の両端から、「辺の長さ－第１切り込みの長さ」の１／２の長さに等しいか又は僅
かに長い第２の切り込みを有している。
【選択図】　図１
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【図１】

【図２】

【図３】
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